
（別紙） 
中小企業省力化投資補助事業 省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領の一部を改訂する登録要領新旧対照表（傍線部分は改訂部分） 
 
中小企業省力化投資補助事業 省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領 

改訂後 現行 

 
（略） 

 
２．登録手順と補助要件について 

２－２ 登録有効期間   

登録の承認を受けた省力化製品及び製造事業者の登録有効期間は、令和９年９月
末までとする。ただし、登録要件の改定が行われた際や登録更新が行われなかった
際は取消になる場合がある。 
また、虚偽申請等の不正事由が判明した場合、省力化製品登録の内容に虚偽や実
態との乖離が判明した場合は、それらの登録を取消す場合がある。 
 

２－３ 省力化製品・製造事業者の登録手順 

中小企業向け省力化投資支援のスキーム（個別製品の登録） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（略） 

 
２．登録手順と補助要件について 

２－２ 登録有効期間  

登録の承認を受けた省力化製品及び製造事業者の登録有効期間は、令和８年度末
までとする。ただし、登録要件の改定が行われた際や登録更新が行われなかった際
は取消になる場合がある。 
また、虚偽申請等の不正事由が判明した場合、省力化製品登録の内容に虚偽や実
態との乖離が判明した場合は、それらの登録を取消す場合がある。 
 

２－３ 省力化製品・製造事業者の登録手順 

中小企業向け省力化投資支援のスキーム（個別製品の登録） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



省力化製品及び製造事業者の登録は、以下の手順により手続きを行うものとす
る。なお、既に登録されている製造事業者が過去に登録した省力化製品と別の
省力化製品を登録しようとする場合、再度の製造事業者としての登録は不要で
ある。 
 
 

（中略） 
 
３．登録時の要件及び留意事項 

３－２ 省力化製品の要件 

（１） （略） 
（２）製品性能及び価格に関する事項 

①（略） 
②製品本体の価格は５０万円以上であること。 
 
 

（中略） 
 

３－３ 省力化製品に関して対象外となる要件 

①～⑤ （略） 
⑥単価５０万円未満の製品。    
 
 

（以下略） 
 

省力化製品及び製造事業者の登録は、以下の手順により手続きを行うものとす
る。なお、既に登録されている製造事業者が過去に登録した省力化製品と同一
カテゴリ内で別の省力化製品を登録しようとする場合、再度の製造事業者とし
ての登録は不要である。ただし、別カテゴリの省力化製品を登録しようとする
場合を除く。 
 

（中略） 
 

３．登録時の要件及び留意事項 

３－２ 省力化製品の要件 

（１） （略） 
（２）製品性能及び価格に関する事項 
①（略） 
②製品本体の価格は５０万円以上であること。また、本補助金の補助上限
金額に比して著しく高額のものでないこと。   
 

（中略） 
 

３－３ 省力化製品に関して対象外となる要件 

①～⑤ （略） 
⑥本補助金の補助上限額を鑑みて著しく高価であるものや単価、50 万円未
満の製品。 

 
（以下略） 

 
 


